
対応を円滑に行うため、以下の通り解決までの体制図を定める。
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[留意点]

⑴ ハラスメントの相談を行った職員が不利益を被らないよう、十分に留意する。

⑵ ハラスメントの判断を行ったと指摘された職員については、弁明の機会を十分に保証する。

⑶ ハラスメントの判断や対応は、会議等の場で十分に検討する。

懲戒処分 経過観察行為者又は被害者の配置転換

行為者に対する制裁、規律の維持

●行為者のいない事業所への配置転換

●行為者への処分的な内容の配置転換

再発防止、被害者の職場環境の保全義

務

●応急処置的なもの

●行為者のいない事業所への配置転換

※場合により被害者の配置転換も含

め、本人の希望を踏まえ慎重な取り扱

いを行う。

●事実確認の結果にかかわらず、結果は本人に伝えるものとする

●管理者が行為者にあたる場合は管理者以外のものが受付を担当する

懲戒処分の対象となる 懲戒処分の対象とならない

合同会社まるたか訪問介護　合同会社まるたか訪問介護ふれんず田代

ハラスメント相談（苦情）受付体制

相談（管理者が受付）

相談者への事案確認

行為者とされる者からの確認

判定

必要時第三者への確認


